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お知らせ版平和のシンボル、金魚が泳ぐ城下町。

大和郡山市 広報

　義足や人工関節を使用している人、内部障害や難病の人など、外見から分からなく
ても援助や配慮を必要としている人達が、周囲の人に配慮を必要としていることを知
らせることで、援助を得やすくなるよう、作成したマークです。
　ヘルプマークを身に着けた人を見かけた場合は、電車・バス内で席をゆずる、困って
いるようであれば声をかけるなど、思いやりのある行動をお願いします。

ヘルプマークを身に着けた人を見かけたら・・・
⃝電車・バスの中で、席をお譲りください。
　外見では健康に見えても、疲れやすかったり、つり革につかまり続けるなどの同じ
姿勢を保つことが困難な人がいます。また、外見からは分からないため、優先席に座っていると不審な目
で見られ、ストレスを受けることがあります。
⃝駅や商業施設などで、声をかけるなどの配慮をお願いします。
　交通機関の事故等、突発的な出来事に対して臨機応変に対応することが困難な人や、立ち上がる、歩く、
階段の昇降などの動作が困難な人がいます。
⃝災害時は、安全に避難するための支援をお願いします。
　視覚障害のある人や聴覚障害のある人などの状況把握が難しい人、肢体不自由児・者などの自力での迅
速な避難が困難な人がいます。

ヘルプマークってご存じですか？

～ ヘルプマーク・ヘルプカードの配布について ～
【対象者】援助や配慮を必要とする障害のある人でヘルプマーク・ヘルプカードを希望する人
【申�し込み・配付場所】厚生福祉課の窓口にてヘルプマーク・ヘルプカード申込書にご記入いただき、
お渡しさせていただきます

※�ヘルプカードとは、障害のある人などが災害時や日常生活の中で困ったときに、周囲に自己の障害
への理解や支援を求めるためのものです。

【記入項目】
　名前・住所・生年月日・障害名・連絡してほしい人の連絡先・医療機関（かかりつけ）連絡先等

問合せ＝厚生福祉課�障害福祉係（内線535）

市民交流館「きんぎょの駅」よりお知らせ～利用できる貸会議室が増えました～
多目的ルーム（小会議室と同様の料金です）
・定員＝50人
・各会議室Wi-Fi�完備＝Web�会議等でお使いいただけるようにweb�カメラ等の貸し出しも行っております。
詳しくは市のホームページまたは観光協会ホームページをご覧ください。
問合せ＝市民交流館（☎51-1155）


